
 

                

 

「住まいの防犯対策臨時補助金」の追加申請の受付をスタート 

令和５年８月１日から１１月１６日まで実施した「八王子市住まいの防犯対策臨時

補助金」について、申請することができなかった市民を対象に、追加で申請を受け付

けます。カメラ付きインターホンや防犯カメラなどの防犯対策品の購入・設置に対し、

費用の一部を補助することで、安全で安心して暮らせる犯罪に強いまちづくりを進め

てまいります。  

１ 補助対象   

・本市に住民登録がある方 

・令和５年８月１日から令和６年９月３０日までに市内の販売店等で購入・設置

した世帯 

※ 令和５年８月 1 日から令和５年１１月１６日までに「八王子市住まいの防

犯対策臨時補助金」の申請をした世帯は対象外） 

２ 対象となる防犯対策品 

カメラ付きインターホン、防犯カメラ、ダミーカメラ、センサー付きライト、

防犯性の高い錠･補助錠、迷惑電話防止機能付き固定電話など 

３ 補助率 

購入・設置経費の１/２（上限２万円） 

４ 申請受付期間 

令和６年３月１８日から９月３０日まで（１世帯につき１回まで） 

（予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了します） 

   

 

＜参考＞市内犯罪発生状況 

 令和４年 令和５年 前年比 

侵入窃盗 ９２件 １２６件 ３４件 

特殊詐欺 
８９件 

（約２億２,２００万円） 

１１４件 

（約２億７,３００万円） 

２５件 

（約５,１００万円） 

 

 

＜問い合わせ＞ 生活安全部防犯課長 昆（こん） 電話０４２－６２０－７３９５ 

令和 6年（２０２4年）3月 8日  プレスリリース 


